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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以

下「技術基準規則」という。）第15条第4項及びその「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，機

器の損壊又は配管の破損に伴う飛散物により発電用原子炉施設の安全性を損なわな

い設計とすることについて説明するとともに，技術基準規則第54条第1項第5号及び

その解釈に基づき，悪影響防止として高速回転機器が飛散物とならないことについ

て説明するものである。 

配管の破損に関しては，設計基準対象施設に属する設備のうち原子炉冷却材圧力

バウンダリの拡大範囲となる弁E12-F009から弁E12-F008まで及び弁E12-F053A，Bか

ら弁E12-F050A，Bまでの主配管（以下「RCPB拡大範囲」という。）が今回の申請範

囲となることから，RCPB拡大範囲の破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の

安全性を損なわない設計を行うことについて説明する。 

また，機器の損壊に関しては，高速回転機器のうち新たな設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備が今回の申請範囲となることより，これらの高速回転機器がオ

ーバースピードに起因する損壊に伴う飛散物とならないことを説明する。 

なお，重大事故等対処設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレ

イ系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，ディーゼル発電機等については，設計基

準事故時と使用する系統設備及び使用方法に変更がないこと並びに設計基準対象施

設に関しては技術基準規則の要求事項に変更がないため，今回の申請において変更

は行わない。 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設に属する設備は，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配

管の破損に伴う飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管については，材料選定，強度設計

に十分な考慮を払うとともに，「原子力発電所配管破損防護設計技術指針 ＪＥＡ

Ｇ 4613-1998」（日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ 4613」という。）に基づき配

管破損を想定し，その結果生じる可能性のある動的影響により，発電用原子炉施設

の機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うこととする。 

また，新たな設計基準対象施設及び重大事故等対処設備については，高速回転機

器が損壊し，飛散物とならないように保護装置を設けること等により，オーバース

ピードとならない設計とする。 
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3. 評価 

発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される配管の破損又は機器の損壊

には，以下の要因が考えられる。内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管に

ついては破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の安全性を損なわないことを，

また，高速回転機器については損壊に伴う飛散物とならないことを評価する。 

(1) 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損 

・RCPB拡大範囲 

(2) 高速回転機器の損壊 

・常設代替高圧電源装置，常設高圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系

ポンプ，電動機駆動消火ポンプ等，今回の申請範囲となる高速回転機器で

ある新たな設計基準対象施設及び主な重大事故等対処設備を第1表「主要回

転機器一覧」に示す。 

 

3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損による飛散物 

3.1.1 評価方針 

高温高圧の流体を内包する原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する主配管

のうちRCPB拡大範囲について，ＪＥＡＧ 4613に基づき配管破損を想定し，以

下の評価内容により評価し，設計上考慮する。 

ただし，ＪＥＡＧ 4613に記載されている基準地震動Ｓ１については，弾性

設計用地震動Ｓｄと読み替える。また，「発電用原子力設備に関する構造等

の技術基準」（昭和55年通商産業省告示第501号，最終改正平成15年7月29日

経済産業省告示第277号）に関する内容については，「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格（2005年版（2007）追補版含む。））＜第Ⅰ編 軽水炉規格

＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１」という。）に従うものとする。 

 

3.1.2 評価内容 

評価においては，配管破損想定位置を考慮したうえで，防護対象を防護す

る。 

(1) 防護対象 

防護対象は，原子炉施設の異常状態において，この拡大を防止し，又

は緩和する機能を有するもののうち，次のとおりとする。 

a. 原子炉停止系 

b. 炉心冷却に必要な工学的安全施設及び関連施設 

c. 原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の放散

に対する障壁を形成するよう設計された範囲の施設 
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(2) 配管破損想定位置 

RCPB拡大範囲について，ＪＥＡＧ 4613に基づき，ターミナル・エン

ド及び発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える点を配管破損想定

位置とする。 

 

a. ターミナル・エンド 

b. 供用状態Ａ，Ｂ及び（1／3）Ｓｄ地震荷重＊に対して次のいずれ

かの条件を満たす点 

(a) Ｓｎ＞2.4Ｓｍ，かつ，Ｓｅ＞2.4Ｓｍ 

(b) Ｓｎ＞2.4Ｓｍ，かつ，Ｓｎ
´＞2.4Ｓｍ 

ただし，Ｓｎ ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3531の計算式に準

じて計算した一次＋二次応力。 

Ｓｅ  ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3536(6)の計算式

に準じて計算した熱膨張応力。 

Ｓｎ
´：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3536(3)のＳｎの

計算式に準じて計算した一次＋二次応力。 

Ｓｍ  ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ 付録材料図表 Part5

表1に規定される材料の設計応力強さ。 

(c) 疲労累積係数＞0.1 

ただし，上述する疲労累積係数は供用状態Ａ，Ｂにおける

疲労累積係数に（1／3）Ｓｄ地震のみによる疲労累積係数を加

算したものとする。 

 

注記＊：Ｓｄ地震とは，添付資料「Ｖ-2 耐震性に関する説明書」の

うち，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」に

示す弾性設計用地震動による動的地震力をいう。なお，弾性

設計用地震動Ｓｄの概要は，添付書類「Ｖ-2 耐震性に関す

る説明書」のうち，添付書類「Ⅴ-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及

び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

 

(3) 防護対策の実施 

配管破損による動的影響により，他の安全機能を有する構築物，系統

及び機器が損傷しないように，必要に応じ以下の措置を講じる設計とす

る。 

ａ．配管破損想定位置と防護対象機器は，十分な離隔距離をとる。 

ｂ．配管破損想定位置又は防護対象機器を障壁で囲む。 
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ｃ．上記のいずれかの対策がとれない場合，配管破損による動的影響

に十分耐える配管ホイップレストレイント等を設ける。 

 

3.1.3 評価結果 

RCPB拡大範囲における配管破損に関し，ＪＥＡＧ 4613に基づき評価した結

果，発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える箇所はなく，配管破損想

定位置は弁E12-F009から弁E12-F008まで及び弁E12-F053A，Bから弁E12-F050A，

Bまでの各配管において格納容器外に位置するターミナル・エンド（配管アン

カーサポート点）の3箇所であることを確認した。また，当該配管破損想定位

置は障壁で囲まれていることを確認した。したがって，配管の破損に伴う飛

散物により発電用原子炉施設の安全性は損なわれない。 

 

3.2 高速回転機器の損壊による飛散物 

3.2.1 評価方針 

ポンプ，ファン等の回転機器は，使用材料の検査，製品の品質管理，規格

等に基づき安全設計及び定期検査により損壊防止を図ること並びにディーゼ

ル駆動補機及びタービン駆動補機については，調速装置及び非常調速装置等

を設けることにより損壊防止対策が十分実施される。具体的な回転機器のオ

ーバースピードに起因する損壊防止対策については，「3.2.2 評価内容」に

より評価し，必要に応じ設計上考慮する。 

 

3.2.2 評価内容 

高速回転機器については，機器毎に駆動源が異なるため，それぞれオーバ

ースピードに対する損壊防止について必要に応じ設計上考慮する。 

(1) 電動補機 

誘導電動機を駆動源とする機器は，供給側の電源周波数が一定である

ことより，負荷（インペラ側の水等）が喪失しても，電流が変動するの

みで回転速度は一定を維持し，オーバースピードとならないため，設計

上考慮する必要はない。 

また，各機器については運転状態を考慮し，構造上十分な機械的強度

を有する設計とし，通常運転時及び定期検査時等においても健全性を確

認することにより，機器の損壊を防止する。 

 

(2) ディーゼル駆動補機 

ディーゼル機関を駆動源とする機器には，各々調速装置及び保護装置

として非常調速装置等を設けオーバースピードに起因する機器の損壊を
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防止する設計とする。 

調速装置は，通常運転時の定格回転速度を一定に制御する機能及び負

荷変動時等の回転速度上昇を抑制する機能を有しており，負荷変動時等

において回転速度が定格回転速度以上に上昇しても，調速装置の機能に

より非常調速装置が作動する回転速度未満に制御できるように設計する。 

非常調速装置は，万一，調速装置が機能することなく異常な過回転が

生じた場合においても，「発電用火力設備に関する技術基準を定める省

令」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」に適合する定格回転速度

の1.16倍を超えない範囲で作動し機器を自動停止させることにより，本

設定値以上のオーバースピードとならない設計とし，オーバースピード

に起因する機器の損壊を防止する。 

また，各機器については非常調速装置が実作動するまでのオーバース

ピード状態においても構造上十分な機械的強度を有する設計とし，非常

調速装置については，作動確認を行い，装置の健全性を確認することに

より，機器の損壊を防止する。 

 

(3) タービン駆動補機 

タービンを駆動源とする常設高圧代替注水系ポンプは，保護装置とし

て非常調速装置を設け，オーバースピードに起因する機器の損壊を防止

する設計とする。 

非常調速装置は，万一，異常な過回転が生じた場合においても，設定

値を超えない範囲で作動し機器を自動停止させることにより，オーバー

スピードにならない設計とし，オーバースピードに起因する機器の損壊

を防止する。 

また，常設高圧代替注水系ポンプの駆動用タービンは，単段式のター

ビンであり，タービン翼は一体型のものを適用することで，タービンが

破損により飛散することがない設計とするとともに非常調速装置が実作

動するまでのオーバースピード状態においても構造上十分な機械的強度

を有する設計する。 

さらに，非常調速装置については，作動確認を行い，装置の健全性を

確認することにより，機器の損壊を防止する。 

 

3.2.3 評価結果 

高速回転機器のオーバースピードに起因する損壊に関して「3.2.2 評価内

容」により評価した結果，電動補機については，オーバースピードとならな

いため，設計上考慮する必要はない。 
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また，ディーゼル駆動補機については，調速装置及び保護装置として非常

調速装置，タービン駆動補機については，保護装置として非常調速装置を設

けること，並びに非常調速装置が実作動するまでのオーバースピード状態に

おいても構造上十分な機械的強度を有する設計とすることにより，オーバー

スピードに起因する機器の損壊を防止している。非常調速装置については，

各機器共に非常調速装置の作動確認を行い，装置の健全性を確認するため，

機器が損壊することはなく，損壊による飛散物は発生しない。 
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第 1 表 主要回転機器一覧 

補機（回転機器） 電動 
ディーゼル

駆動 

タービン

駆動 

設
計
基
準
対
象
施
設 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ ○   

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプ 
○   

電動機駆動消火ポンプ ○   

ディーゼル駆動消火ポンプ  ○  

構内消火用ポンプ ○   

ディーゼル駆動構内消火ポンプ  ○  

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

代替燃料プール冷却系ポンプ ○   

常設高圧代替注水系ポンプ   ○ 

常設低圧代替注水系ポンプ ○   

可搬型代替注水大型ポンプ  ○  

可搬型代替注水中型ポンプ  ○  

代替循環冷却系ポンプ ○   

緊急用海水ポンプ ○   

緊急時対策所非常用送風機 ○   

常設代替高圧電源装置  ○  

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ ○   

緊急時対策所用発電機  ○  

緊急時対策所用発電機給油ポンプ ○   

可搬型代替低圧電源車  ○  

窒素供給装置用電源車  ○  
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